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答
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平
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ニ
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九
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高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
に
対
す
る
日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学

金
（
以
下
「
奨
学
金
」
と
い
う
。
）
の
利
便
性
に
つ
い
て
は
、
九
月
二
十
八
日
付
け

で
提
出
し
た
「
高
等
学
校 
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
に
対
す
る
奨
学
金
採
用
申

込
み
の
利
便
性
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
百
七
十
八
回
国
会
質
問
第
二
一

号
）
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
参
質
一
七
八
第
二 

一
号
）
に
お
い
て
、
一
部
改
善

を
進
め
る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
海
外
の
大
学
へ
の
進
学
に
際
し
て
の
奨
学
金
の

利
用
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
一
般
の
高
等
学
校
卒
業
者
だ
け
が
対
象
と 

さ
れ
て

お
り
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
は
そ
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
結
果
、
毎
年
千
名
を
上
回
る
一
般
の
高
等
学
校
卒
業
者
が
奨
学
金
を
受
け
て

海
外
の
大
学
に
進
学
し
て
い
る
一
方
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
に
つ

い
て
は
、
平
成
十
九 

年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
資
格
取
得
目
的
の
一
・
八
パ
ー

セ
ン
ト
が
「
留
学
の
た
め
」
で
あ
り
、
事
実
、
資
格
取
得
後
大
学
に
合
格
し
た
者
の

う
ち
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
海
外
の
大
学
に 

合
格
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

奨
学
金
が
利
用
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
。 

 

ま
た
、
近
年
、
外
国
大
学
の
日
本
校
が
各
地
で
開
設
さ
れ
、
一
般
の
高
等
学
校
卒

業
者
の
場
合
は
、
奨
学
金
を
利
用
し
て
こ
の
よ
う
な
日
本
校
に
も
進
学
が
可
能
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
の
奨
学
金
利
用
は
こ

の
場
合
に
お
い
て
も
門
戸
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。 

 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
高
等
学
校
へ
の
進
学

を
断
念
・
中
退
し
た
若
者
の
再
ス
タ
ー
ト
を
支
援
す
る
重
要
な
制
度
で
あ
り
、
特
に
、

海
外
に
雄
飛
し
よ
う
と
す
る
志
を
抱
い
た
若
者
に
対
し
て
は
、
国
と
し
て
む
し
ろ
積

極
的
に
支
援
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

             

一 

本
年
六
月
九
日
の
記
者
団
の
取
材
に
お
い
て
、
荒
井
大
臣
は
事
務
所
費
問
題
に
つ 

い
て
、「
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
問
題
な
か
っ
た
。
私
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
は
不
十
分
な 

の
で
、
党
に
も
依
頼
し
て
再
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
が
、
や
は
り
問
題
は
な

い
」、
「
違
法
性
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
事
務
所
を
郵
便
物
の

受
け
取
り
に
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
報
道
が
あ
る
が
、
実
際
、
一
年
間
に
約
何
件
、

七
年
間
に
約
何
件
の
郵
便
物
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
の
か
。 

 二 

一
の
よ
う
な
使
用
実
態
で
政
治
資
金
報
告
書
の
主
た
る
事
務
所
に
該
当
す
る
の 

か
。
政
治
資
金
規
正
法
の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

三 

こ
の
よ
う
な
活
動
実
態
の
乏
し
い
知
人
の
個
人
宅
を
政
治
団
体
の
主
た
る
事

務 所
と
し
て
届
け
出
、
事
務
所
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十

五
条
第
一
項
第
三
号
の
「
虚
偽
記
載
」
に
あ
た
ら
な
い
の
か
。
政
治
資
金
規
正
法

の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

          

一 

政 

府 

回 

答 
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一 

海
外
の
大
学
へ
の
進
学
に
際
し
て
の
奨
学
金
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で

一
般
の
高
等
学
校
卒
業
者
だ
け
が
対
象
と
さ
れ
て
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

合
格
者
は
そ
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
理
由
は
何
か
、
そ
の
よ
う
な
措
置
と
す
る

に
至
っ
た
経
緯
を
含
め
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

二 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
の
資
格
取
得
目
的
の
一
・
八
パ
ー
セ
ン

ト
が
「
留
学
の
た
め
」
で
あ
り
、
事
実
、
資
格
取
得
後
大
学
に
合
格
し
た
者
の
う
ち

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

は
海
外
の
大
学
に
合
格
し
て
い
る
と
い
う
実
態
に
か
ん
が
み
、

早
急
に
、
で
き
れ
ば
本
年
度
か
ら
で
も
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
の

海
外
の
大
学
へ
の
進
学
（
外
国
大
学
の
日 

本
校
へ
の
進
学
を
含
む
）
も
奨
学
金
の

対
象
と
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
具
体
的
な
制
度
改
善
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
含
め
、
野

田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

              

 

政 

府 

回 

答 


